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（別添）特定接種の対象となり得る業種・職務について  

 

特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等は、新型インフルエンザ等

発生時に政府対策本部において、発生状況等に応じて柔軟に決定されるが、発生時に

速やかに接種体制を整備するために、基本的な考え方を以下のとおり整理した。 

 

（１） 特定接種の登録事業者 

 

Ａ 医療分野  

（A-1：新型インフルエンザ等医療型、A-2：重大・緊急医療型） 

業種 類型 業種小分類 社会的役割 担当省庁 

新型インフル

エンザ等医療

型 

 

A-1 新型インフルエンザ等の患者又

は新型インフルエンザ等にり患

していると疑うに足りる正当な

理由のある者に対して、新型イ

ンフルエンザ等に関する医療の

提供を行う病院、診療所、薬局

及び訪問看護ステーション 

 

新型インフ

ルエンザ等

医療の提供 

 

厚生労働省 

重大・緊急医

療型 

 

A-2 救命救急センター、災害拠点病

院、公立病院、地域医療支援病

院、国立ハンセン病療養所、独

立行政法人国立がん研究センタ

ー、独立行政法人国立循環器病

研究センター、独立行政法人国

立精神・神経医療研究センター、

独立行政法人国立国際医療研究

センター、独立行政法人国立成

育医療研究センター、独立行政

法人国立長寿医療研究センタ

ー、独立行政法人国立病院機構

の病院、独立行政法人労働者健

康福祉機構の病院、社会保険病

院、厚生年金病院、日本赤十字

病院、社会福祉法人恩賜財団

済生会の病院、厚生農業協

同組合連合会の病院、社会

福祉法人北海道社会事業協

会の病院、大学附属病院、二次

救急医療機関、救急告示医療機

関、分娩を行う医療機関、透析

を行う医療機関 

生命・健康

に重大・緊

急の影響が

ある医療の

提供 

 

厚生労働省 

（注１）重大緊急医療型小分類には、公立の医療機関も含め記載。 

（別添） 
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Ｂ 国民生活・国民経済安定分野 

（Ｂ－1：介護・福祉型、Ｂ－2：指定公共機関型、Ｂ－3：指定公共機関同類型、Ｂ－4：社会インフラ型、Ｂ－５：その他）  

業種 類

型 

業種小分類 社会的役割 担当省庁 

社会保険・社

会福祉・介護

事業 

 

B-1

 

介護保険施設（A-1

に分類されるものを

除く。）、指定居宅サ

ービス事業、指定地

域密着型サービス事

業、老人福祉施設、

有料老人ホーム、障

害福祉サービス事

業、障害者支援施設、

障害児入所支援施

設、救護施設、児童

福祉施設 

 

サービスの停止等が利用

者の生命維持に重大・緊急

の影響がある介護・福祉サ

ービスの提供 

厚生労働省

医薬品・化粧

品等卸売業 

 

B-2

B-3

 

医薬品卸売販売業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な医療

用医薬品の販売 

 

厚生労働省

医薬品製造業 

 

B-2

B-3

 

医薬品製造販売業 

医薬品製造業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な医療

用医薬品の生産 

 

厚生労働省

医療機器修理

業 

医療機器販売

業 

医療機器賃貸

業 

B-2

B-3

 

医療機器修理業 

医療機器販売業 

医療機器賃貸業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な医療

機器の販売 

厚生労働省

医療機器製造

業 

 

B-2

B-3

 

医療機器製造販売業

医療機器製造業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な医療

機器の生産 

 

厚生労働省

ガス業 

 

 

B-2

B-3

ガス業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要なガス

の安定的・適切な供給 

 

経済産業省

 

銀行業 

 

B-2

 

中央銀行 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な通貨

および金融の安定 

 

財務省 

空港管理者 B-2 空港機能施設事業 新型インフルエンザ等発 国土交通省
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業種 類

型 

業種小分類 社会的役割 担当省庁 

 B-3

 

 生時における必要な旅客

運送及び緊急物資の航空

機による運送確保のため

の空港運用 

 

 

航空運輸業 

 

B-2

B-3

 

航空運送業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な旅客

運送及び緊急物資の運送 

 

国土交通省

 

水運業 B-2

B-3

 

外航海運業 

沿海海運業 

内陸水運業 

船舶貸渡業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な緊急

物資（特措法施行令第 14

条で定める医薬品、食品、

医療機器その他衛生用品、

燃料をいう。以下同じ。）

の運送業務 

 

 

国土交通省

 

通信業 

 

B-2

B-3

固定電気通信業 

移動電気通信業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な通信

の確保 

 

総務省 

 

鉄道業 

 

B-2

B-3

 

鉄道業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な旅客

運送及び緊急物資の運送 

 

国土交通省

 

電気業 

 

B-2

B-3

電気業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な電気

の安定的・適切な供給 

 

経済産業省

道路貨物運送

業 

 

B-2

B-3

 

一般貨物自動車運送

業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な緊急

物資の運送 

 

国土交通省

 

道路旅客運送

業 

 

B-2

B-3

 

一般乗合旅客自動車

運送業 

患者等搬送事業 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な旅客

の運送 

 

国土交通省

 

放送業 

 

B-2

B-3

公共放送業 

民間放送業 

新型インフルエンザ等発

生時における国民への情

報提供 

 

 

総務省 

 

郵便業 B-2 郵便 新型インフルエンザ等発 総務省 
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業種 類

型 

業種小分類 社会的役割 担当省庁 

 B-3

 

 生時における郵便の確保 

 
 

映像・音声・

文字情報制作

業 

B-3

 

新聞業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における国民への情

報提供 

 

 

― 

銀行業 

 

B-3

 

銀行 

中小企業等金融業 

農林水産金融業 

政府関係金融機関 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な資金

決済及び資金の円滑な供

給 

 

金融庁 

内閣府 

経済産業省

農林水産省

財務省 

厚生労働省

河川管理・用

水供給業 

 

― 河川管理・用水供給

業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における必要な水道、

工業用水の安定的・適切な

供給に必要な水源及び送

水施設の管理 

 

国土交通省

工業用水道業 ― 工業用水道業 新型インフルエンザ等発

生時における必要な工業

用水の安定的・適切な供給 

 

経済産業省

下水道業 

 

― 下水道処理施設維持

管理業 

下水道管路施設維持

管理業 

新型インフルエンザ等発

生時における下水道の適

切な運営 

 

国土交通省

上水道業 

 

― 上水道業 新型インフルエンザ等発

生時における必要な水道

水の安定的・適切な供給 

 

厚生労働省

金融証券決済

事業者 

 

B-4

 

全国銀行資金決済ネ

ットワーク 

金融決済システム 

金融商品取引所等 

金融商品取引清算機

関 

振替機関 

新型インフルエンザ等発

生時における金融システ

ムの維持 

 

金融庁 

 

石油・鉱物卸

売業 

 

B-4

 

石油卸売業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における石油製品（Ｌ

Ｐガスを含む）の供給 

 

経済産業省

 

石油製品・石 B-4 石油精製業 新型インフルエンザ等発 経済産業省
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業種 類

型 

業種小分類 社会的役割 担当省庁 

炭製品製造業  生時における石油製品の

製造 

 

熱供給業 

 

B-4

 

熱供給業 

 

新型インフルエンザ等発

生時における熱供給 

 

経済産業省

 

飲食料品小売

業 

 

B-5 各種食料品小売業 

食料品スーパー 

コンビニエンススト

ア 

 

新型インフルエンザ等発

生時における最低限の食

料品（缶詰・農産保存食料

品、精穀・精粉、パン・菓

子、レトルト食品、冷凍食

品、めん類、育児用調整粉

乳をいう。以下同じ。）の

販売 

 

 

 

農林水産省

経済産業省

  

各種商品小売

業 

 

B-5 百貨店・総合スーパ

ー 

新型インフルエンザ等発

生時における最低限の食

料品、生活必需品（石けん、

洗剤、トイレットペ―パ

ー、ティッシュペーパー、

シャンプー、ごみビニール

袋、衛生用品をいう。以下

同じ。）の販売 

 

経済産業省

食料品製造業 

 

B-5 缶詰・農産保存食料

品製造業 

精穀・製粉業 

パン・菓子製造業 

レトルト食品製造業

冷凍食品製造業 

めん類製造業 

処理牛乳・乳飲料製

造業（育児用調整粉

乳に限る。） 

 

新型インフルエンザ等発

生時における最低限の食

料品の供給 

農林水産省

飲食料品卸売

業 

 

B-5 食料・飲料卸売業 

卸売市場関係者 

新型インフルエンザ等発

生時における最低限の食

料品及び食料品を製造す

るための原材料の供給 

 

 

農林水産省

  

石油事業者 B-5 燃料小売業（ＬＰガ 新型インフルエンザ等発 経済産業省
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業種 類

型 

業種小分類 社会的役割 担当省庁 

ス、ガソリンスタン

ド） 

生時における LP ガス、石

油製品の供給 

 

その他の生活

関連サービス

業 

B-5 火葬・墓地管理業 

 

火葬の実施 

 
厚生労働省

その他の生活

関連サービス

業 

B-5 冠婚葬祭業 

 

遺体の死後処置 経済産業省

その他小売業 B-5 ドラッグストア 新型インフルエンザ等発

生時における最低限の生

活必需品の販売 

 

経済産業省

廃棄物処理業 

 

B-5 産業廃棄物処理業 

 

医療廃棄物の処理 

 
環境省 

（注２）業種名は、原則として日本標準産業分類上の整理とする。 

（注３）上記の標準産業分類には該当しないが、特定接種対象業種と同様の社会的役割を担う事業所

については同様の社会的役割を担っている日本標準産業分類に該当する事業所として整理する。 

 

 

（２） 特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員 

 

特定接種の対象となり得る新型インフルエンザ等対策の職務は以下のいずれかに

該当する者である。 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務 

      （＝新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加する職務） 

区分２：新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政による継続的な実施が強

く求められる国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務や国家の危

機管理に関する職務 

区分３：民間の登録事業者と同様の職務 

 

区分１：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務 

特定接種の対象となり得る職務 区分 担当省庁 

政府対策本部の意思決定、総合調整等に関する事務 

 

区分１ 内閣官房 

政府対策本部の事務 

 

区分１ 

 

内閣官房 

政府が行う意思決定・重要政策の企画立案に関わる業務、閣

議関係事務 

区分１ 内閣官房 




